
子ども子育て会議 教育保育推進部会資料 １

１川崎市における保育の現状 

（１）施設数及び定員の推移（単位：か所、人） 

年度 
公設公営 公設民営 民設民営 合計 

施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員 

２４ ６３ 6,100 １５ 1,580 １２５ 9,810 ２０３ 17,490

２５ ５７ 5,555 １５ 1,580 １４９ 11,860 ２２１ 18,995

２６ ５２ 5,005 １５ 1,580 １７４ 13,740 ２４１ 20,325

２７ ４９ 4,825 １０ 995 ２１２ 16,520 ２７１ 22,340

２８ ４５ 4,430 ９ 755 ２４３ 18,880 ２９７ 24,065

（２） 保育所の職員数（平成２８ 年４ 月１日現在） 

（単位：人） 

区分 公設公営保育園 公設民営保育園 民説民営保育園 合計 

施設長 ４１ ７ ２４１ ２８９

保育士 ６２８ １３４ ３，３０５ ４，０６７

看護師 ３６ ７ １３３ １７６

栄養士 ２５ １３ ４０８ ４４６

調理員 １９ １０ １９５ ２２４

用務員 ４３ １ ２８ ７２

事務員 ０ １１ ２３３ ２４４

合計 ７９２ １８３ ４，５４３ ５，５１８

２ 保育所の役割 

「保育所保育指針」（平成２０年３月２８日厚生労働省告示第１４１号）では、保育所の役割を

以下のように定めています。

（１）保育所は児童福祉法(昭和２２年法律題１６４号)第３９条の規定に基づき、保育に欠
ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施

設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進すること

に最もふさわしい生活の場でなければならない。

（２）保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭

との緊密な連携の下に、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。

（３）保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との

連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対

する支援等を行う役割を担うものである。

（４）保育所における保育士は、児童福祉法第１８条の４の規定を踏まえ、保育所の役割

及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判

断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導

を行うものである。


